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保育施設に関する「よくある質問」 

 

保育施設の入所申込・利用に関して 

 

Q1．長岡京市にはどのような保育施設がありますか。 

Q2．公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設、幼稚園はどのように違いますか。 

Q3．公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設で保育料に違いはありますか。 

Q4．保育施設の見学は可能ですか。 

Q5．保育施設の入所申込には何を準備したらいいですか。 

Q6．新年度 4月 1日で入所したいときの入所申込のスケジュールを教えてください。 

Q7．年度途中で入所したいときの保育施設の入所申込のスケジュールを教えてください。 

Q8．早く申込をすれば保育施設へ入所しやすくなりますか。 

   また、希望保育施設は何か所記入できますか。希望園を 1か所のみ希望していれば入所しやす

くなりますか。 

Q9．生まれたばかりの子どもがいるのですが、いつから保育施設に預けられますか。 

Q10．長岡京市に引っ越す予定なのですが、保育施設の入所申込はできますか。 

Q11．子どもを保育施設に預けて、仕事を開始したいのですが、保育施設の入所申込はできますか。 

Q12．保育施設を転園することはできますか。 

Q13．保育施設の入所後に育児休業から復職する場合、いつまでに復帰する必要がありますか。 

Q14．市外へ転出します。現在通っている保育施設に引き続き通うことはできますか。 

Q15．保育の必要な要件が変わる予定です。どのような手続きが必要ですか。 

Q16．保育の必要性が無くなりました。手続きはどのようにしたらいいですか。 

Q17．子どもの保育施設の入所申込をし、入所ができず現在入所保留中です。 

入所保留中であることを証明する書類を発行してもらえますか。 

Q18．保育時間について教えてください。 

Q19．延長保育について教えてください。 
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Q1．長岡京市にはどのような保育施設がありますか。 

長岡京市には公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設があります。 

これらの他に、認可外保育施設もあります。 

詳しくは、長岡京市のホームページ内「長岡京市の保育施設」をご覧ください。 

 

Q2．公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設、幼稚園はどのように違いますか。 

大きく、保育施設（公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設）と幼稚園に分けら

れます。 

保育施設は「保育の必要性」が無い場合、預けることができません。幼稚園は、「保育の必要性」

がなくても預けることができます。また、保育施設は、市内にお住まいの方が入所可能ですが、幼稚

園は市外にお住まいの方も通うことができます。 

保育施設には公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設があります。公立保育所は

市が運営している保育施設、民間保育園は民間の社会福祉法人が運営している保育施設、認定こど

も園は保育所と幼稚園の両方の部分を併せ持った施設、小規模保育施設は 0～2 歳児のみの定員が

19人以下の保育施設です。幼稚園は、私立の幼稚園があります。 

ご家庭の状況やお子様のご年齢によって、どの施設へ入園を希望するかを選んでいただくことに

なります。また、各施設は様々な特色を持って運営していますので、希望する園について、まずは見

学をお願いいたします。 

 

Q3．公立保育所、民間保育園、認定こども園、小規模保育施設で保育料に違いはありますか。 

保育料に違いはありません。市が、市民税所得割課税額やご家庭の状況等に応じて決定します。 

ただし、実費部分については各施設によって異なります。詳しくは各施設へお問い合わせくださ

い。 

 

Q4．保育施設の見学は可能ですか。 

見学を希望される園に直接お問い合わせください。 

各園の連絡先は、長岡京市のホームページ内「長岡京市の保育施設」をご覧ください。 

 

Q5．保育施設の入所申込には何を準備したらいいですか。 

・保育施設入所申込書 

・施設型給付費・地域型給付費等教育・保育給付認定申請書 

・保育の必要性を確認するための書類(保護者のいずれについても必要) 

・本人確認書類(写真付きのもの、免許証・マイナンバーカードなど) 

・マイナンバーのわかるもの(通知カード、マイナンバーカードなど) 

・その他係員が指示する書類 

などが必要です。 

詳しくは、入所を希望する年度の入所案内をご覧いただき、ご不明な点があればご連絡ください。 

http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000001814.html
http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000001814.html
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Q6．新年度 4 月 1 日から入所したいときの入所申込のスケジュールを教えてください。 

新年度入所申込は、1 次選考を 11 月下旬頃に受付、翌年 2月中旬頃に結果を郵送で通知、2次

選考を翌年 2月頃まで受付、3月中旬に結果を郵送で通知します。 

入所申込書や必要書類のご案内は、11月初旬頃より市役所窓口、ホームページにてご案内してい

ます。詳しくは、入所を希望する年度の入所案内をご覧ください。 

 

Q7．年度途中（4 月 1 日以外）から入所したいときの、保育施設の入所申込のスケジュールを教えてく 

ださい。 

毎月 1日と 16日の入所日があります（※3月 16日および 4月 16日入所はありません）。 

入所希望日に応じて、各受付期間内にお申込み下さい。 

・1日入所・・・・・・・前々月の 16日～前月の 10日 午後 5時まで 

・16日入所・・・・・・前月の 1日～前月の 25日 午後 5時まで 

なお、申込締切日が市役所の閉庁日のときは、直前の市役所開庁日が申込期限となります。  

申込締切日の午後 5 時以降に選考を行い、入所が可能である場合には、電話にてご連絡いたしま

す。入所がかなわなかったときは、保育施設入所保留通知書を申込締切日から約 2 週間後に送付し

ます。 

 

Q8．早く申込をすれば保育施設へ入所しやすくなりますか。 

また、希望保育施設は何か所記入できますか。希望園を 1 か所のみ希望していれば入所しやすくなりま 

すか。 

保育施設の入所については、各入所希望日にかかる受付期間の締切までにお申し込みいただいた

方の中から、保育の必要性が高い(＝長岡京市利用調整基準の合計指数が高い)方で、空きがある園を

希望されている方に入所決定を行います。 

希望施設はすべて記入することが可能です。希望園の数は選考に影響ありませんが、希望園は記

入が少ないとその分、選考対象になる園が少なくなるため、希望される保育施設は全て記入してく

ださい。また、希望されていない園に決定することはありません。 

空き状況で、現在の空きが 0 人であっても、退所等により変更になることもあるため、希望して

いただくことは可能です。 

 

Q9．生まれたばかりの子どもがいるのですが、いつから保育施設に預けられますか。 

最短で産休明け(生後 57日目～)から預けられます。 

施設によって入所可能月齢が違うため、詳しくは保育施設入所案内をご覧ください。 

 

Q10．長岡京市に引っ越す予定なのですが、保育施設の入所申込はできますか。 

入所希望日までに長岡京市に転入予定であれば申込が可能です。 

Q５に記載する書類に加えて、転入誓約書をご提出ください。 

ただし、入所決定した場合、入所日までに転入が確認できなければ退所となります。 
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Q11．子どもを保育施設に預けて、求職活動したいのですが、保育施設の入所申込はできますか。 

求職活動の要件で、預けることは可能です。 

ただし、求職活動期間(最長 3 カ月)が終了するまでに、他の保育の必要な要件（就労等）を満た

さない場合は退所となります。   

 

Q12．保育施設を転園することはできますか。 

年度当初の転園については、在籍の園に枠を残したまま他の園に転園希望を出すことが可能です。 

年度途中の転園希望は受け付けていないため、在籍されている園を退所し、新規での申込となり

ます。 

 

Q13．保育施設の入所後に育児休業から復職する場合、いつまでに復帰する必要がありますか。 

育児休業から復職し、保育施設に通う場合、入所日から半月以内に職場復帰していただく必要が

あります。 

・1日入所の場合、入所月の 16日までに仕事開始（復職） 

・16日入所の場合、入所翌月の 1日までに仕事開始（復職） 

※4月 1日入所のみ、4月末日までに仕事開始（復職） 

 また、職場復帰後、職場復帰証明書を入所する保育施設に提出してください。 

 様式は市ホームページよりダウンロードしていただけます。 

 

Q14．市外へ転出します。現在通っている長岡京市の保育施設に引き続き通うことはできますか。 

長岡京市から転出された場合、長岡京市の保育施設には通うことはできません。 

 

Q15．保育の必要な要件が変わる予定です。どのような手続きが必要ですか。 

【例：就労要件で入所しているが、仕事を退職し求職活動を開始した】 

・就労誓約書（指定用紙） 

・求職活動をしていることが確認できる書類（ハローワークカードの写し等） 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設に提出してください。 

また、求職活動の要件の場合、短時間保育での認定となります。また、退職日の翌日から 2 か月

後の翌日が属する月末までの認定期間となります。 

 

【例：求職活動の要件で入所しているが、就労を開始した】 

・就労証明書 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設へ提出してください。 
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【例：妊娠がわかったとき】 

出産予定日の 8週間前までに 

・母子手帳の写し（保護者氏名と出産予定日がわかる箇所）に在園児童名と生年月日を記載した

もの 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設に提出してください。  

就労要件で入所中の児童の保護者が新たに子を出産し、産後休暇に続き育児休業法に基づく育児

休業を取得する場合、育児休業開始日から短時間保育での認定になります。 

産後 8週間目までに、 

・育児休業期間の記載のある就労証明書 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設へ提出してください。 

 

【例：就労要件で入所しているが、仕事を退職し、入院や通院をしている】 

・診断書（指定様式） 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設へ提出してください。診断書の内容で、保育が必要であることが確認できれば、

入所要件に該当します。 

 

【例：仕事を退職し、学校へ通うことになった】 

・在学証明書と履修表（カリキュラム・時間割表など） 

・施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書 

を在籍の保育施設へ提出してください。 

 

Q16．保育の必要性が無くなりました。保育施設に引き続き通えますか。 

保育が必要な要件が無くなった時点で、保育施設から退所していただくことになります。退所日

の 1か月前までに、保育施設で退所の手続きをしてください。 

 

Q17．子どもの保育施設の入所申込をしましたが、入所ができず現在入所保留中です。 

入所保留中であることを証明する書類を発行してもらえますか。 

「保育実施状況証明書」を発行しています。二通りの申請方法があります。 

① 「保育実施状況証明書交付申請書」に、入所申込日、必要とする証明日等を記入し、子育て支 

援課までご提出下さい。 

※郵送で返送希望の方は、切手を貼った返信用封筒を、申請書と一緒に提出してください。 

 ②長岡京市公式 LINEにて申請することができます。入所申込日、証明基準日等を入力し申請し 

てください。 

申請後、約 2週間で証明書を発行します。 
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Q18．保育時間について教えてください。 

保育時間は入所決定後、面接時に園と相談のうえ決定されます。各保育施設の保育時間の範囲内

で、就労・通勤時間等を基に必要な時間が保育時間となります。 

短時間は午前 8 時～午後 4 時まで（最大）、標準時間は午前 7 時 30 分～午後 6 時 30 分まで

（最大）となります。求職活動および育児休業継続要件の場合は短時間保育のみの認定になります。 

原則、保育の必要性がない日、時間は家庭保育をお願いしています。 

 

Q19．延長保育について教えてください。 

 各保育施設により実施状況が異なりますので詳細は各保育施設にお問い合わせください。なお、

延長保育は幼児教育・保育無償化制度の対象外のため、施設が定める延長保育料が加算されます。 

 公立保育所のうち開田保育所と新田保育所では、午後 6時 30分以降の延長保育（最長午後 7時

30分まで）を実施しておりますので、延長保育を希望される方は、入所決定後に別途お申込みくだ

さい。延長保育利用の認定は、午後 6 時 30分以降に保護者共に就労などの保育の必要性が認めら

れる場合のみとなります。 


